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役場からのお知らせ

　「令和７年度の町県民税申告」と「令和６年分の確定申告」の申告相談が始まります。 
　申告は、保育料や介護保険料などの算定、国民健康保険税の軽減判定などの算定基礎や、所得証明書などの
発行に関わる大切な手続きです。期限内に忘れずに申告をお願いします。 申告にあたり、給付金や助成金など
の課税・非課税状況にご注意ください。事業に関わる助成金などは、課税対象となります。
　なお、田島地域において送迎ワゴン車の運行は実施いたしませんので、来場の際は、んだべぇタクシー（デマ
ンドタクシー）等をご利用ください。

【相談会場】
地　域 会　場 地　域 会　場

田島地域 町役場本庁舎１階  多目的ホール 伊南地域 伊南総合支所１階  会議室
舘岩地域 舘岩総合支所１階  事務室 南郷地域 南郷総合支所１階  会議室

【相談日程】　　　　　　　　　　　  　　※ ●は「行政区ごとの指定日に申告できない方（同地域のみ）」を対象とします。
指定日 田島地域 舘岩地域 伊南地域 南郷地域

２月17日（月） 滝原 ・羽塩 福渡 ・松戸原 上町 東 ・中小屋

２月18日（火） 古今 ・糸沢 戸中 ・押戸 ・吉高
貝原 ・角生下 下町 上山口 ・中山口

２月19日（水） 関本 小高林 ・上ノ原 ・助木生 道城 下山口
２月20日（木） 藤生 ● ● 大新田 ・大橋
２月21日（金） 川島 川衣 ・木賊 多々石 木伏 ・水根沢 ①
２月25日（火） 中荒井 前沢 ・たのせ ・穴原 白沢 木伏 ・水根沢 ②
２月26日（水） 高野 塩ノ原 小塩 台板橋
２月27日（木） 下塩江 ・上塩江 ● ● 鴇巣 ①
２月28日（金） 福米沢 ・金井沢 水引 青柳 鴇巣 ②
３月２日（日） ● ● ● ●
３月３日（月） 大豆渡 ・黒沢 湯ノ花 ・角生上 宮沢 宮床
３月４日（火） 針生 熨斗戸 ・伊与戸 ・新田原 浜野 界
３月５日（水） 栗生沢 ・小出原 森戸 ● 虻の宮 ・小野島
３月６日（木） 水無 ・田部 ● 内川 ・耻風 片貝 ・富山
３月７日（金） 田部原１ ・２ 井桁 大原 ・小立岩 下山
３月９日（日） ●
３月10日（月） 長野 八総 大桃 乙沢
３月11日（火） 永田 ・今生 精舎 ・番屋 ● 上平 ・上町
３月12日（水） 宮本 ・横町 ・折橋 ・丹藤 岩下 ● 谷地 ・福田
３月13日（木） 新町 ・西町 ・上町 ・松下 高杖原 ・会津高原 ● ●
３月14日（金） 後原・大町 ・上中町 ● ● ●
３月17日（月） 中町 ・本町 ・東町 ● ● ●

申 告 相 談
始まります始まります

2月17日（月）  ▶  3月17日（月）

　❶ 午前９時～正午　　  （受付終了：午前11時30分）
　❷ 午後１時～午後４時  （受付終了：午後 ３ 時30分）

●所得税の還付を受ける方は、フローチャート
　にかかわらず、確定申告が必要です。
●令和７年１月１日時点で町外にお住まいの方
　は、お住まいの市区町村にご相談ください。

申告フローチャート ■ 主に年金収入のみの方

年金収入が400万円を超える

年金以外にも所得がある

申告申告
不要不要

町県民税町県民税
申告申告

町県民税町県民税
申告申告

年金以外の所得が
20万円を超える

確定確定
申告申告

はい いいえ

控除に追加や
変更がある

確定確定
申告申告

はい いいえ

はい はい いいえいいえ

■ 給与・年金収入以外の所得のみの方

所得税が課税されていない

確定確定
申告申告 いいえ町県民税町県民税

申告申告はい

■ 収入なしまたは非課税収入のみの方

町内在住の方の扶養になっている

いいえはい 申告申告
不要不要

町県民税町県民税
申告申告

■ 主に給与収入のみの方

次の項目のいずれかに当てはまる　
　　　・年末調整の内容に変更がある
　　　・年末調整が済んでいない　　
　　　・医療費控除を受けたい　　　
　　　・２カ所以上から給与を受けた

給与収入以外の所得が20万円を超える

いいえはい 町県民税町県民税
申告申告

確定確定
申告申告

給与収入以外にも所得がある

はい 申告申告
不要不要 いいえ

給与収入が2,000万円を超える

はい いいえ確定確定
申告申告

はい 確定確定
申告申告

町県民税町県民税
申告申告または いいえ

申告相談に必要なもの

  ❶ 町または税務署から郵送された申告関係書類
  ❷ マイナンバーカードまたは番号確認書類（通知カードなど）
  ❸ 身分証明書（運転免許証など）
  ❹ 源泉徴収票（給与所得、年金所得がある方）
  ❺ 収支内訳書（営業、農業、不動産などの事業所得がある方）
  ❻ 各種控除証明書（生命保険料、地震保険料、社会保険料など）
  ❼ 医療費控除の明細書（医療費控除を受ける方のみ）
  ❽ 預金通帳など（還付金の振込口座が確認できるもの）
  ➒ 印鑑（口座振替で所得税を納税される方は金融機関の届出印）

　【申告相談問合せ】
　　税務課  町税係  電話  0241-62-6110
　　舘岩総合支所  町民課  住民係
　　　　　　　　　電話  0241-78-3345
　　伊南総合支所  町民課  住民係
　　　　　　　　　電話  0241-76-7712
　　南郷総合支所  町民課  住民係
　　　　　　　　　電話  0241-72-2224
　【んだべぇタクシー（デマンドタクシー）の予約】
　　　　  田島地域  電話  0241-62-5052

※「地区指定日に都合のつかない方」に当たる日は、該当する地域の方のみが対象です。お間違えのないようご注意ください。
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役場からのお知らせ
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田
島
税
務
署
で
は
、
確
定
申
告
会
場

を
次
の
と
お
り
開
設
し
ま
す
。
会
場
の

混
雑
緩
和
の
た
め
、
当
日
は
入
場
整
理

券
を
配
付
し
ま
す
。配
付
状
況
に
応
じ
、

後
日
の
来
場
を
お
願
い
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。な
お
、

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
入

場
整
理
券
の
事
前
発
行
が
で
き
ま
す
。

【
開
設
場
所
】

　

田
島
税
務
署
１
階　

会
議
室

【
開
設
期
間
・
時
間
】

　

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月
17
日
（
月
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

【
注
意
事
項
】

　

原
則
、ご
自
身
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
、

ご
自
身
で
申
告
書
を
作
成
・
送
信
し
ま

す
。
ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

お
持
ち
の
方
は
、
カ
ー
ド
お
よ
び
暗
証

番
号
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
そ
の
他
】

　

令
和
６
年
分
申
告
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
の
納
付
期
限
は
3
月
17

日
（
月
）、
消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費

税
（
個
人
事
業
者
）
は
３
月
31
日
（
月
）

で
す
。

　

納
税
に
は
、
便
利
な
振
替
納
税
を
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
ご
利
用
に
は
納
付
期

限
ま
で
に
田
島
税
務
署
ま
た
は
、
金
融

機
関
に
「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

振
替
日
は
、
申
告
所
得
税
お
よ
び
復

興
特
別
所
得
税
は
4
月
23
日
（
水
）、

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
（
個
人
事

業
者
）
は
4
月
30
日
（
水
）
で
す
。

　【問合せ】
　　田島税務署
　　　　　　電話  0241-62-1230

電話による申告相談

　　確定申告に関する相談は電話
　相談センタ－でお答えします。
　音声案内に従い「０」番を、税
　務署にご用の方は「２」番を選
　択してください。

国税庁LINE
アカウント
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現
在
、
農
地
の
貸
し
借
り
を
す
る
際

に
は
左
記
の
3
つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す

が
、
令
和
5
年
4
月
1
日
付
農
業
経
営

基
盤
強
化
促
進
法
（
通
称
：
基
盤
法
）

が
改
正
さ
れ
、
利
用
権
設
定
（
相
対
契

約
）
の
方
法
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
地
域
計
画
策
定
（
令
和
7

年
3
月
31
日
）
ま
で
は
経
過
措
置
が
あ

り
ま
す
。

【
農
地
の
貸
借
方
法
】

➊
利
用
権
設
定
（
相
対
契
約
）【
廃
止
】

➋
農
地
中
間
管
理
事
業

➌
農
地
法
3
条

　

現
在
、
利
用
権
設
定
（
相
対
契
約
）

で
設
定
さ
れ
て
い
る
貸
し
借
り
は
、
期

間
満
了
ま
で
継
続
さ
れ
ま
す
。
令
和
7

年
4
月
1
日
以
降
に
期
間
が
満
了
し
た

後
は
、
農
地
中
間
管
理
事
業
で
貸
し
借

り
を
申
請
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

特
別
な
事
情
が
あ
り
、
農
地
法
3
条

で
の
貸
し
借
り
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　【問合せ】　農林課  農政係  電話  0241-62-6220　　　　　農業委員会  農地管理振興係  電話  0241-62-6320
　　　　　　福島県農業振興公社南会津拠点  地域マネージャー  電話  080-3754-3073  ( 平日のみ午前 9 時～午後５時 )

農地中間管理事業について

貸し借りの形態 　出し手（農地所有者）と受け手（農地耕作者）の間に、農地バンク（福
島県農業振興公社）が仲介者として入ります。

賃料精算
　福島県農業振興公社による口座振替賃料に加え、手数料として契約
１件ごとに賃料の 1％相当（下限 800 円、上限 8,000 円）が発生します。
※賃借料が 800 円未満の場合には発生しません。

設定方法
➊毎月末までに、出し手（農地所有者）と受け手（農地耕作者）が
　申込書を下記問い合わせ先に提出
➋ 2 か月後公告され、貸し借り開始

貸付期間 原則 10 年以上（下限 5 年以上）

出し手のメリット

◆安心して農地を貸し出せる
◆農業者年金の加算付年金を受給できる（要件を満たす場合）
◆贈与税・相続税の納税猶予が継続できる（要件を満たす場合）
◆固定資産税の軽減措置が受けられる（要件を満たす場合）

受け手のメリット

◆長期の借入が可能であり、農地の集約化により経営が効率化
◆多くの出し手との契約でも、賃借料の精算は農地バンクが行うので、

事務が軽減される
◆さまざまな補助事業において、農地バンクの活用実績が必須条件と

されたり、採択ポイントアップや補助金額が加算される仕組みとな
っている

その他
　物納での契約はできません。ただし、契約後に手数料以外の金納の
支払いを停止し、農産品支払に変更することは可能です。（手数料は発
生）

農地の賃借が農地中間管理事業による賃借に一本化されます

　　令和 7 年 4 月以降は、地域計画に基づいて農地中間管理事業による賃借を行うこととなります
　ので、積極的にご活用ください。（農地法３条許可は引き続き利用可能です。）

　【問合せ】　（公財）福島県農業振興公社（福島県農地バンク）  電話  024-521-9845 ホームページ
はコチラから
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申
告
相
談
期
間
の
午
前
中
は
、
予
約

形
式
で
行
っ
て
い
な
い
会
場
で
は
大
変

混
雑
し
ま
す
。
ご
都
合
の
つ
く
方
は
、

午
後
に
時
間
を
ず
ら
し
て
お
越
し
く
だ

さ
い
。

　

ま
た
、
申
告
に
必
要
な
書
類
（
特
に

事
業
所
得
の
収
支
内
訳
書
や
医
療
費
控

除
の
明
細
書
）
を
あ
ら
か
じ
め
整
理
す

る
な
ど
、
相
談
時
間
の
短
縮
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
お
手
軽
に
】

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
「
確
定

申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
を

作
成
し
、
電
子
申
告
（e-Tax

）
を
通

し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
作
成
し
た
申
告
書
を
印
刷
の
上
、

郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
電
子
申
告
（e-Tax

）
を
利

用
す
る
た
め
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
が
必
要
で
す
。未
取
得
の
方
で
も
、

税
務
署
か
ら
発
行
さ
れ
る
専
用
の
Ｉ
Ｄ

と
パ
ス
ワ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
田
島

税
務
署
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
注
意
事
項
】

　

次
に
該
当
す
る
方
は
、
田
島
税
務
署

会
場
で
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

❶
株
式
や
土
地
な
ど
の
譲
渡
所
得
あ
る

　

い
は
配
当
所
得
が
あ
る
方

❷
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
方

❸
青
色
申
告
対
象
の
方

❹
準
確
定
申
告
（
亡
く
な
ら
れ
た
方
の

　

申
告
）
を
さ
れ
る
方

【問合せ】　税務課  町税係　電話  0241-62-6110
　　　　　　　 田島税務署　　  電話  0241-62-1230

その他

　　ご自宅で申告ができる
　「電子申告 (e-Tax）」など
　便利なシステムを、ぜひ
　ご利用ください。

電子申告
（e-Tax）

確定申告書
作成コーナー
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役場からのお知らせ
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町
で
は
、
子
育
て
世
帯
を
応
援
す
る

た
め
、
国
の
無
償
化
の
対
象
と
な
ら
な

い
３
歳
未
満
児
を
対
象
に
、
保
育
所
入

所
に
か
か
る
保
育
料
の
負
担
を
軽
減
す

る
た
め
に
助
成
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
対
象
者
】

　

助
成
対
象
児
童
（
０
～
２
歳
児
）
の

保
護
者
で
、当
該
年
度
12
月
末
時
点
で
、

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
も
の
と
す
る
。

➊
南
会
津
町
に
住
所
が
あ
る
こ
と
。

➋
保
育
料
を
完
納
し
て
い
る
こ
と
。

➌
助
成
対
象
児
童
を
保
育
所
に
預
け
て

　

い
る
こ
と
。

【
助
成
金
額
】

　

年
間
保
育
料
（
4
月
～
3
月
分
）
の

２
分
の
１
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

【
申
請
期
限
】

　

2
月
28
日
ま
で

【
そ
の
他
】

➊
転
出
者
（
12
月
末
時
点
）、
新
規
入

　

所
者
（
１
～
３
月
）　

は
対
象
外
と

　

な
り
ま
す
。

➋
12
月
末
時
点
で
保
育
料
を
滞
納
し
て

　

い
る
保
護
者
は
、
支
給
対
象
外
と
な

　

り
ま
す
。

➌
対
象
者
に
は
、
1
月
上
旬
に
通
知
を

　

発
送
し
ま
す
。

　【問合せ】
　　健康福祉課  子育て支援係  
　　　　　　電話　0241-62-6170

学　区 クラブ名称 活動場所 定　員 電話番号

  田島小学校   あたごっ子クラブ   第３校舎１階専用教室 60 人 0241-62-0189

  田島第二小学校   GOGO キッズクラブ   学校敷地内専用施設 25 人 0241-62-7155

  桧沢小学校   ひのきやまびこクラブ   桧沢公民館 25 人 0241-62-0724

  荒海小学校   げんきっ子クラブ   校舎３階専用教室 25 人 0241-66-2688

  舘岩小学校   舘岩放課後児童クラブ   舘岩保健センター 20 人 080-5743-7609

  伊南小学校   スマイルクラブ   伊南保育所内専用教室 20 人 0241-76-2123

  南郷小学校   南郷放課後児童クラブ   旧山口保育所 20 人 0241-72-2409

保育内容 開所日 開所時間
通常保育 毎週月曜日から金曜日（平日のみ） 午後１時～午後７時

1 日保育
毎月第１・第３・第５土曜日、学校行事の
振替休日、夏休みなど学校の長期休業期間

午前８時～午後７時

※毎月第２・第 4 土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始はお休み

　　【問合せ】　健康福祉課  子育て支援係　　　  電話  0241-62-6170
　　　　　　　舘岩総合支所  町民課  住民係　　電話  0241-78-3325
　　　　　　　伊南総合支所  町民課  住民係　　電話  0241-76-7713
　　　　　　　南郷総合支所  町民課  住民係　　電話  0241-72-2225

  

令
和
７
年
度
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

令
和
７
年
度
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

  　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
所
児
童
を
募
集
し
て
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　

入
所
児
童
を
募
集
し
て
い
ま
す
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
で
は
、
児
童
を

専
門
の
支
援
員
が
お
預
か
り
し
、
授
業

終
了
後
か
ら
保
護
者
の
帰
宅
時
間
ま
で
、

友
だ
ち
と
遊
ん
だ
り
、宿
題
を
し
た
り
、

安
全
に
過
ご
せ
る
場
を
提
供
し
ま
す
。

　

令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
放
課
後

児
童
ク
ラ
ブ
へ
入
所
す
る
児
童
を
募
集

し
ま
す
の
で
、
保
護
者
の
皆
さ
ん
は
、

期
限
内
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
入
所
要
件
】

❶
就
労
な
ど
で
、
保
護
者
が
日
中
留
守

　

に
す
る
家
庭
の
児
童
で
あ
る
こ
と

❷
他
の
児
童
と
一
緒
に
、
集
団
生
活
が

　

送
れ
る
こ
と

【
負
担
金
】

　

児
童
１
人
あ
た
り
月
額
５
千
円

【
申
込
方
法
】

　

申
請
書
類
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

お
よ
び
役
場
担
当
窓
口
に
備
え
て
あ
り

ま
す
。
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
役
場

担
当
窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
電
子

申
請
で
き
ま
す
の
で
、
左
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
よ
り
申
請
く
だ
さ
い
。

【
申
請
期
間
】

　

２
月
10
日
（
月
）
ま
で

【
注
意
事
項
】

　

定
員
を
超
え
る
申
し
込
み
が
あ
っ
た

と
き
や
入
所
審
査
に
よ
っ
て
は
、
入
所

を
お
断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　

定
員
を
超
え
て
も
な
お
、
入
所
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
「
待
機
者
」
と

な
り
ま
す
。

電子申請は
コチラから

  

南
会
津
町
犯
罪
被
害
者
等

南
会
津
町
犯
罪
被
害
者
等

  　
　

見
舞
金
等
制
度
の
ご
案
内

　
　

見
舞
金
等
制
度
の
ご
案
内
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町
で
は
、
殺
人
や
傷
害
な
ど
の
故
意

の
犯
罪
行
為
に
よ
り
死
亡
さ
れ
た
方
の

ご
遺
族
や
重
傷
病
を
負
わ
れ
た
方
が
、

被
害
直
後
に
直
面
す
る
経
済
的
な
負
担

の
軽
減
を
目
的
と
す
る
見
舞
金
等
制
度

を
創
設
し
ま
し
た
。

【
遺
族
見
舞
金
】

◆
対
象
者

　

犯
罪
に
よ
り
死
亡
し
た
方
の
第
1
順

位
遺
族

◆
金
額

　

60
万
円

【
重
症
病
見
舞
金
】

◆
対
象
者

　

犯
罪
に
よ
り
重
傷
病
を
受
け
た
方

※
負
傷
や
疾
病
に
よ
り
、
療
養
に
要
す

　

る
期
間
が
1
か
月
以
上
か
つ
通
算
3

　

日
以
上
の
入
院
（
精
神
疾
患
の
場
合

　

は
、
通
算
3
日
以
上
労
務
に
服
す
る

　

こ
と
が
で
き
な
い
）
と
医
師
に
診
断

　

さ
れ
た
方
。

◆
金
額

　

30
万
円

【
転
居
費
用
助
成
金
】

◆
対
象
者

　

見
舞
金
に
該
当
す
る
方
の
う
ち
、
犯

罪
に
よ
り
従
前
の
住
居
に
居
住
す
る
こ

と
が
困
難
に
な
り
、
新
た
な
住
居
へ
転

居
さ
れ
る
方

◆
金
額

　

上
限
20
万
円

※
い
ず
れ
も
、
犯
罪
被
害
の
原
因
と
な

　

っ
た
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
た
時
に
、

　

南
会
津
町
内
に
住
所
を
有
す
る
被
害

　

者
ま
た
は
ご
遺
族
で
あ
る
こ
と
。

※
令
和
６
年
12
月
20
日
以
降
に
発
生
し

　

た
犯
罪
に
よ
る
被
害
で
あ
る
こ
と
。

　【問合せ】
　　住民生活課  消防交通係 
　　　　　　電話  0241-62-6120
　【メール】
　　h_jyusei ＠ minamiaizu.org



広報みなみあいづ 2025.113 122025.1 広報みなみあいづ

役場からのお知らせ

  

健
康
寿
命
を
伸
ば
そ
う
！

健
康
寿
命
を
伸
ば
そ
う
！

  　
　
　

さ
す
け
ね
ぇ
体
操
教
室

　
　
　

さ
す
け
ね
ぇ
体
操
教
室
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健
康
寿
命
は
ち
ょ
っ
と
し
た
心
が
け

で
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
す
け

ね
ぇ
体
操
教
室
で
は
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
、

ス
ト
レ
ッ
チ
、
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を

含
め
た
動
き
を
学
び
、
関
節
痛
予
防
・

介
護
予
防
を
目
指
し
ま
す
。

　

体
操
は
座
っ
て
で
き
る
動
き
な
の

で
、
無
理
な
く
誰
で
も
行
え
ま
す
。
ま

た
、
体
操
だ
け
で
な
く
健
康
講
話
や
参

加
者
と
の
交
流
を
通
し
て
、
心
と
体
を

楽
し
く
活
性
化
し
ま
し
ょ
う
。

　

い
つ
ま
で
も
元
気
で
過
ご
す
た
め
に
、

ぜ
ひ
体
操
教
室
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】

◆
送
迎
な
く
参
加
で
き
る
方

◆
介
護
予
防
の
た
め
の
体
操
や
生
活
の

　
中
で
気
を
付
け
る
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い

　
て
学
び
た
い
方

【
内　
容
】

◆
「
さ
す
け
ね
え
体
操
」
の
実
施

◆
口
腔
機
能
の
向
上
の
取
組
み

◆
認
知
症
予
防
の
講
話　
　
　
　

な
ど

【
申
込
締
切
】

　

1
月
16
日
（
木
）　

ま
で

　【問合せ】  健康福祉課  介護保険係  　　  電話  0241-62-6120
　　　　　  伊南総合支所  町民課  住民係  電話  0241-76-7713

【開催日時・場所】
田島地域 西部地域

第１回 1 月 24 日（金） 1 月 17 日（金）
第２回 2 月 14 日（金） 2 月 12 日（水）
第３回 3 月 19 日（水） 3 月 12 日（水）

場　所 御蔵入交流館
健診ホール

伊南会館
2 階和室

時　間 各回とも午後１時 30 分～午後 3 時

  

川
口
成
彦
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

川
口
成
彦
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル

  　
　
　
　
　
　

開
催
の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　

開
催
の
お
知
ら
せ
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２
０
１
８
年
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
首
都

ワ
ル
シ
ャ
ワ
で
開
催
さ
れ
た
第
１
回
シ

ョ
パ
ン
国
際
ピ
リ
オ
ド
楽
器
コ
ン
ク
ー

ル
に
お
い
て
、
第
２
位
に
輝
い
た
川
口

成
彦
に
よ
る
ピ
ア
ノ
リ
サ
イ
タ
ル
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

　

御
蔵
入
交
流
館
の
宝
で
あ
る
ベ
ヒ
シ

ュ
タ
イ
ン
の
ピ
ア
ノ
を
演
奏
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
、
川
口
成
彦
に
よ
る
極
上
の
音

色
を
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

【
開
催
日
時
】

　

３
月
23
日
（
日
）

　
　
　
　
　

開
場
：
午
後
１
時
30
分

　
　
　
　
　

開
演
：
午
後
２
時

【
会　
場
】

　

御
蔵
入
交
流
館　

文
化
ホ
ー
ル

【
料　
金
】　

　
一　
　
　
般:

２
，
５
０
０
円

　
　
　

  （
当
日
：
３
，
０
０
０
円)

　
高
校
生
以
下
：
１
，
０
０
０
円

　
　
　

  （
当
日
：
１
，
５
０
０
円)

※
全
席
指
定

※
未
就
学
児
入
場
不
可

【
チ
ケ
ッ
ト
販
売
】

➊
御
蔵
入
交
流
館
窓
口

❷
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト

　【問合せ】
　　生涯学習課　芸術文化係  
　　　　　電話  0241-62-6311

託児について

　託児を希望される方は、
２月 21 日（金）までに問
い合わせ先までご連絡くだ
さい。

WEB購入は
コチラから

  

ご
み
の
減
量
化
に
向
け
て
５
Ｒ
の

ご
み
の
減
量
化
に
向
け
て
５
Ｒ
の

  　
　

取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま
す

　
　

取
り
組
み
を
お
願
い
し
ま
す
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ご
み
を
減
ら
す
た
め
に
私
た
ち
が
で

き
る
行
動
と
し
て
以
前
か
ら
、
リ
デ
ュ

ー
ス
、リ
ユ
ー
ス
、リ
サ
イ
ク
ル
の
「
３

Ｒ
」運
動
が
推
進
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

現
在
は
２
つ
の
Ｒ
を
加
え
た
「
５
Ｒ
」

に
広
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
５
Ｒ
と
は
】

　
「
５
Ｒ
」
の
取
り
組
み
に
は
優
先
順

位
が
あ
り
ま
す
。
➊
、
➋
で
ご
み
の
発

生
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
➌
～
➎

の
取
り
組
み
は
軽
減
さ
れ
ま
す
。

➊
リ
フ
ュ
ー
ズ
【
拒
む
・
断
る
】

　

必
要
な
い
物
は
買
わ
な
い
・
貰
わ
な

い
よ
う
に
し
て
ご
み
を
発
生
さ
せ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
例
）
マ
イ
バ
ッ
ク
等
持
参
。
過
剰
包

装
は
断
る
。
不
要
な
も
の
は
受
け
取
ら

な
い
。

➋
リ
デ
ュ
ー
ス
【
発
生
抑
制
】

　

出
来
る
限
り
ご
み
の
量
を
減
ら
す
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

（
例
）食
品
は
作
り
過
ぎ
ず
、残
さ
な
い
。

長
く
使
え
る
も
の
を
選
ぶ
。

➌
リ
ユ
ー
ス
【
再
利
用
】

　

繰
り
返
し
長
く
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

（
例
）
使
い
捨
て
商
品
を
避
け
る
。
リ

サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
や
フ
リ
ー
マ
ー
ケ

ッ
ト
な
ど
の
活
用
。

❹
リ
ペ
ア
【
修
理
】

　

修
理
し
て
で
き
る
だ
け
長
く
使
用
し

ま
し
ょ
う
。

（
例
）
修
理
対
応
可
能
な
お
店
か
ら
購

入
す
る
。
洋
服
や
家
具
な
ど
の
リ
メ
イ

ク
を
楽
し
む
。

➎
リ
サ
イ
ク
ル
【
再
生
利
用
】

　

使
い
終
わ
っ
て
ご
み
と
な
っ
て
も
分

別
す
る
こ
と
で
再
資
源
化
し
ま
し
ょ
う
。

（
例
）
資
源
ご
み
を
正
し
く
分
別
し
て

出
す
。

　【問合せ】
　　環境水道課  環境衛生係  
　　　　　電話  0241-62-6140

取り組みへのご協力
　環境への負荷が少ない循
環型社会の実現を目指して、
５Ｒを実践し、ごみの発生
抑制と資源の有効活用を進
めましょう。取り組みへの
ご協力をお願いします。

　11月22日、標記審議会が開催され、第１回審議会で
渡部町長から渡部和代会長に対して行われた下水道使
用料改定に関する諮問について、答申案が協議されました。
　答申案では、これまでの議論を踏まえ、基本使用料
を約34％値上げし、従量使用料に200㎥/月の大口利用
者区分を追加する改定案への承認や、今後の町下水道
事業のあり方に関する意見が盛り込まれています。

第４回上下水道事業運営審議会

続可能な下水道事業のため持

審議会の様子

ワークショップの様子

　11月24日、役場本庁舎多目的ホールにて、子育てみ
らいワークショップが開催されました。
　現在、令和７年度からの 「第 3期子ども・子育て支援
事業計画」に町民の皆さんの意見を反映させる目的で、
子育てしている保護者を募集。７名の方が参加され、「子
育てしやすいところ」「こんなことやってほしい、あると
いいな」などについて活発な意見交換が行われました。

子育てみらいワークショップを開催

心して子育てできる環境づくりへ安


